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2こども家庭センターの相談

出前講座の目的

１ 養護相談

２ 障害相談

３ 非行相談

４ 育成相談

ヤングケアラー

2

５ 母子保健相談

※福祉行政報告例を参考に分類



こども家庭センターにおけるヤングケアラー支援の流れ 3

要点 相談を受けてニーズを把握し、適切な社会福祉サービスにつなぐ



ヤングケアラー支援の難しさ 4

要支援児童等 ヤングケアラー

子育て世帯訪問支援事業等
（家事ヘルパー派遣）

具体的な支援の対象

ニーズの表出なし

支援拒否の場合でも

公的な介入の必要性が法

制度上明確（要対協等）

ニーズの表出なし

支援拒否の場合の公

的な介入の必要性が

不明確

※ 児童福祉法、児童虐待防止法 ※ こども・若者育成支援推進法

公的コンセンサスあり

わかりやすい

公的コンセンサス不十分

わかりずらい

国の支援対象拡大の

方向性を象徴



児童福祉における支援対象の概念の拡大 5

要点 成長・発達に必要な時間や自立に向けた移行期として必要な時間を失う

こども家庭庁Ｗｅｂページより



ひきこもり支援からのヒント（類似領域を参考に） 6

支援者

誰が問題を抱えているのか

何の問題を抱えているのか

誰に支援をすればよいのか

統合失調症（慢性期）

思春期の挫折

発達障害

親子関係の不調

ニーズの表出がないと具体

的な支援メニューにつなが

りづらい

アプローチの視点

家族の暮らし方の問題

家族関係の問題

本人自身の生き方の問題

家族自身の生き方の問題

本人や家族に少しの余裕を生む

伴走支援のあり方を模索

支援が必要な家庭があることを把握しておくことを重視

支援の具体的な選択肢を示した上で待機する

ニーズの表出があれば対応できる体制を整備しておく

孤立を予防することを主眼とした

オープンエンド（見守り）という支援のあり方

ニーズの表出困難

支援拒否



ヤングケアラー支援の要点としくみ化の必要性 7

要支援児童等 ヤングケアラー

具体的な支援につながらない

としても、対象家庭を把握し、

リスクを評価した上で伴走型

の支援継続が求められる

ヤングケアラー支援における

オープンエンド（見守り）の

あり方を検討する必要がある

従来から要対協の枠組みで支援

ヤングケアラー支援の

しくみ化が必要

つなぎ支援、伴走型支援
要支援性の高低にかかわらず、

要対協の枠組みを活用する

准要支援の取扱い



支援のしくみ化と要保護児童対策地域協議会の活用 8

機関名等

１ 福島市（調整機関）

２ 福島地方法務局

３ 福島県中央児童相談所

４ 福島県福島警察署

５ 福島県福島北警察署

６ 福島県県北保健福祉事務所

７ 福島県女性のための相談支援センター

８ 福島市小学校長会

９ 福島市中学校長会

１０ 社団法人福島市医師会

１１ 社会福祉法人青葉学園

１２ 社会福祉法人福島愛育園

１３ 社会福祉法人アイリス学園

１４ 福島市民生児童委員協議会

１５ 福島県医療ソーシャルワーカー協会県北方部

１６ 福島市私立認可保育施設連合会

１７ 福島市子育て支援センター連絡会

１８ 児童家庭支援センターあおば

１９ 母子生活支援施設福島敬香ハイム

要点１ 支援対象家庭の把握

要点２ リスク評価及び緊急度評価

要点３ 継続的な管理と支援計画の更新



支援対象家庭を把握するしくみ 9

学校等児童の所属機関 病院等家族の利用先施設 民生児童委員等近隣住民 地域包括支援センター

（重層的支援体制整備事業）

こども家庭センター

要点 要保護児童対策地域協議会の枠組みを活用した関係機関からの情報収集

要保護児童対策地域協議会

の調整機関（事務局）

児童福祉法第２５条の３

関係機関等に対し、資

料又は情報の提供、意見

の開陳その他必要な協力

を求めることができる



リスク評価及び緊急度評価のしくみ 10

要点 要対協の枠組みでヤングケアラーのリスクを管理

基準日 要保護児童 要支援児童 特定妊婦 合計 備考

Ｒ６.９月末 ４４ ９７ ５ １４６ 世帯数６１件

全管理ケースの内訳

内容 件数
Ａ

最重度
Ｂ

重度
Ｃ

中度
Ｄ

軽度
Ｅ

危惧

身体的虐待 ２２ １ １ ５ ８ ７

心理的虐待 ２４ ０ １ ６ １５ ２

ネグレクト １００ ０ ３ ９ ７４ １４

性的虐待 ０ ０ ０ ０ ０ ０

合計 １４６ １ ５ ２０ ９７ ２３

係属管理ケース数

身体的虐待（１５％）

心理的虐待（１６％）

Ａ最重度（１％）

Ｂ重度（３％）

Ｃ中度（１４％）

Ｅ軽度（１６％）

Ｄ軽度

６９％

ネグレクト
ネグレクト

６６％

Ｄ軽度
内訳の種別にヤングケアラーを加えることを検討中



継続的な管理と支援計画更新のしくみ 11

月 日 内容

４

５

７（火）～１０（金） 地区担当者ヒアリング

１７（金） 関係機関へデータ送付

２４（金） 第１回運営部会

６ ２８（金） 第１回実務者会議

７

８

１（木）～９（金） 地区担当者ヒアリング

１６（金） 関係機関へデータ送付

２３（金） 第２回運営部会

９ ２７（金） 第２回実務者会議

１０

１１

１（金）～８（金） 地区担当者ヒアリング

１５（金） 関係機関へデータ送付

２２（金） 第３回運営部会

１２ ２０（金） 第３回実務者会議

１

２

３（月）～７（金） 地区担当者ヒアリング

１４（金） 関係機関へデータ送付

２０（木） 第４回運営部会

３

実務者会議

運営部会

地区担当者
ヒアリング

世帯構成の確認

直近の支援経過の確認

リスク評価の更新

支援計画の更新

部会構成機関の直近の

支援経過を共有

リスク評価の確認

支援計画の確認

運営部会で協議した内

容の確認

ケースの概要把握

中央児童相談所、こども家庭課

障がい福祉課、健康づくり推進課



ヤングケアラーを要対協の枠組みで支援する利点 12

１ 統計的管理

２ 組織的管理

３ リスク管理

ケース管理台帳の作成

ケース概要の把握・報告

担当者個人に依存しない体制

関係機関との連携による支援

定期的なモニタリングによる

リスク管理と支援計画の作成



ヤングケアラー支援の次の展開（支援対象者の掘り起こし） 13



記名式アンケート調査に関する対応の検討（福島市） 14

２ 要対協第１回実務者会議で意見交換

４ 今後の取組内容とスケジュールを検討

子ども・若者育成支援推進法改正１

市議会９月定例会で質問・答弁３

こども家庭庁は、個人が特定できる

アンケート調査を市町村で年１回

実施するよう施行通知に記載

相談支援体制の整備を中心とした取

り組みから、支援対象者の掘り起こ

しを目的とした取り組みへ

記名式のアンケート調査の実施と

ヤングケアラーコーディネーターの

配置を検討する旨を答弁

業務フローの検討

システム構築の検討

関係機関・部署との協議

スケジュールの作成

施行通知



記名式アンケート調査を支援につなぐ流れの検討 15

小中学校

こども家庭課

ヤングケアラー

ＣＷ・保健師 等

子育て世帯・ヤングケアラー

訪問支援事業（家事ヘルパー）

ヤングケアラー

コーディネーター

調査

面談

回収

業務委託

支援

アンケート

令和７年度

の配置を検討

タブレットの

活用を検討

データベース

システムの構

築を検討



記名式アンケート調査実施までの工程の検討 16

教育委員会と協議

組織体制の検討

システムの検討

実施要領の作成

校長会への説明

アンケートの実施

アンケート調査への協力依頼

業務フローの検討

人員配置及び人件費予算の検討

ヤングケアラーコーディネーター含む

内製化または外注

要件定義・システム関連予算の検討

アンケート調査実施手順の作成

学校説明資料・マニュアルの作成

学校現場への説明と協力依頼

実施要領・マニュアルの配布

記名式等個人を特定できるアンケート調査

小学校43校（5年生以上3,808人）、中学校20校（6,103人）

スケジュール

に影響

福島市の教育Ｒ６年度



子ども・若者育成支援推進法改正の影響と課題 17

家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っている

と認められる子ども・若者

１８歳

ヤングケアラー

３０歳

４０歳

状況に応じ支援対象になり得る

児童福祉

こども家庭センター

１８歳以上の支援に関する公的コンセンサスが不十分

具体的な支援体制の構築が今後の課題



１８歳以上のヤングケアラー支援における対応 18

要点 個別ケースの支援に関しては、包括的支援体制整備事業の枠組みで対応する

福島市 Ｗｅｂページより



研修会及び出前講座による広報・周知 19

年度 月 日 曜日 対象 参加者数 場所

５

１０ ２０ 金 一般市民 ３０名
福島市アクティブシニ
アセンター・アオウゼ

１２ ２０ 水 民生児童委員 ３０名 信陵支所

２ １６ 金
清水小学区健全育成
推進会

１５名 清水小学校

６

４ １３ 土
福島市生涯学習活動
推進委員の会

３０名 市民会館

６
７ 金 介護支援専門員 １０名

吉井田地域包括支援
センター

２０ 木 中学３年生 ３２名 飯野中学校

ヤングケアラーに関する講座の開催実績



中学校の生徒に伝えた内容の例 20

１ 児童福祉について理解を深める

２ ヤングケアラーについて理解を深める

３ 相談窓口や支援制度について理解を深める

必要なときに福祉サービスを利用することができる力を身につける

社会の一員として地域の福祉を担うことができる力を身につける

福祉リテラシーの向上



まとめ 21

４

１ ヤングケアラーを養護相談のひとつの類型と捉えて支援する

２ ヤングケアラー支援の難しさは、支援対象拡大の政策に対する戸惑いに起因

５

６

７

３

１８歳未満のヤングケアラー支援については、要対協をベースにしくみ化する

相談支援体制の整備から支援対象の掘り起こしに対策のフェーズが移っている

ヤングケアラー支援の要点を理解し、支援のしくみ化を図ることが必要

１８歳以上のヤングケアラー支援のあり方が今後の課題になっている

個別ケースについては、重層的支援体制整備事業の枠組みを活用して対応する



ご清聴ありがとう

ございました


